
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 在宅勤務に係る費用負担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：社員を在宅勤務にした場合、在宅勤務

手当はどのような取扱いになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

社員を在宅勤務にした場合において、在宅

勤務に通常必要な費用を実費精算するときは、

その支給する金銭は、給与課税されませんが、

在宅勤務手当(在宅勤務に通常必要な費用と

して使用しなかった場合でも、その金銭を会

社に返還する必要がないもの)として金銭を

支給するときは、給与となります。 

実費精算する方法には、たとえば、次の方法が

あります。 

①会社が社員に対して、金銭を仮払いした後、

社員が事務用品等を購入し、その領収書等を

会社に提出して購入費用を精算する方法 

②社員が立替払いした後に、その購入費用に

係る領収証等を会社に提出してその購入費用

を精算する方法 

また、業務に使用する事務用品等(パソコン

等)については、会社が社員に貸与する場合は

給与となりませんが、支給する(事務用品等の

所有権が社員に移転する場合)場合は、給与と

なります。この場合の貸与とは、たとえば、会

社が社員にもっぱら業務の用に使用する目的

で事務用品等を「支給」という形で配布し、そ

の配布を受けた事務用品等を社員が自由に処

分できず、業務に使用しなくなったときは返

却を要する場合も「貸与」として取り扱われま

す。    
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